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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（h

t
t
p

:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
お
い
糸 

三 

代
表
者
の
氏
名 

豊
田 

淳
一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
富
士
見
市
羽
沢
二
丁
目
五
番
四
十
八
号 

ケ
ア
メ
ゾ
ン
Ｕ
Ｄ
一
〇
〇
号
室 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
・
心
身
障
害
者
に
対
し
、
そ
の
社
会
参
加
と
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、

第
二
種
社
会
福
祉
事
業
及
び
各
種
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
医
療
等
の
事
業
を
行
う
。
ま
た
こ
の
事
業

を
担
う
福
祉
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
・
養
成
事
業
を
行
い
、
地
域

福
祉
の
充
実
を
図
り
、
高
齢
者
・
心
身
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
地
域
社
会
の
福
祉
事
業

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
み
の
り 

三 

代
表
者
の
氏
名 

岡
田 

純
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
上
尾
市
大
字
領
家
四
百
二
十
三
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
々
に
対
し
、
自
立
支
援
や
就
労
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、 

 

社
会
参
加
を
促
進
す
る
と
共
に
、
社
会
に
対
し
て
、
障
害
等
の
理
解
を
啓
発
す
る
事
業
を
行
い
、 

 

福
祉
の
増
進
を
は
か
り
、
全
て
の
人
が
住
み
や
す
い
地
域
社
会
作
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的 

 
 

 

 

と
す
る
。 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
号 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 な

お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
上
尾
げ
ん
き
福
祉
支
援
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

倉
田 

達
三 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
上
尾
市
春
日
一
丁
目
四
十
五
番
地
五 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
、
通
院
（
外
出
）
困
難
な
患
者
及

び
高
齢
者
、
独
居
生
活
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
に
対
し
て
、
介
護
支
援
、
通
院
及
び
外
出
支
援
、

見
守
り
、
話
し
相
手
等
地
域
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
老
人
福
祉
、
地

域
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
、
通
院
（
外
出
）
困
難
な
患
者
及

び
高
齢
者
、
独
居
生
活
高
齢
者
、
身
体
障
害
者
に
対
し
て
、
介
護
支
援
、
通
院
及
び
外
出
支
援
、

見
守
り
、
話
し
相
手
、
訪
問
美
理
容
、
美
理
容
サ
ロ
ン
等
人
と
の
つ
な
が
り
地
域
社
会
と
の
か

か
わ
り
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
老
人
福
祉
、
地
域
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
は
、
救
急
業
務
に
関
し
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
撤
回
さ
れ
た
た

め
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
撤
回
日
を
も
っ
て
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚

生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
で
な
く
な
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    

医
療
法
人
社
団
協
友
会
八
潮

中
央
総
合
病
院 

 

埼
玉
県
厚
生
農
業
協
同
組
合

連
合
会
熊
谷
総
合
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
八
潮
市
緑
町
一
丁
目
四
十
一

番
地
三 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
中
西
四
丁
目
五
番
一

号 

  
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平

成

二

十

八

年

四

月

三

十

日 

 

撤
回
日 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号 

 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
病
院
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第

八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
救
急
病
院
と
し
て
平
成
二
十
八
年
五
月
一
日
に
認
定
し
、
そ

の
有
効
期
限
を
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

                  

医
療
法
人
社
団
協
友
会
八
潮

中
央
総
合
病
院 

医
療
法
人
熊
谷
総
合
病
院 

 
 

 
 

 

名 

称 
 

 
 

 
 病

院 
埼
玉
県
八
潮
市
南
川
崎
八
百
四
十
五

番
地 

埼
玉
県
熊
谷
市
中
西
四
丁
目
五
番
一

号 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 

平

成

三

十

一

年
三
月
十
日 

 

有
効
期
限 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ベ
ル
ク
富
士
見
関
沢
店 

 
 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
関
沢
一
丁
目
七
番
九
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

交
通
安
全
・
渋
滞
対
策 

 
 

 

㈠ 

適
切
な
台
数
の
駐
車
場
・
駐
輪
施
設
の
設
置 

 
 

 
 

 

施
設
周
辺
の
道
路
、
歩
道
へ
の
違
法
駐
車
、
駐
輪
を
防
止
し
、
良
好
な
生
活
環
境
を

維
持
す
る
た
め 

 
 

 

㈡ 

案
内
板
（
看
板
）
の
設
置 

 
 

 
 

(イ) 

周
辺
住
宅
地
、
生
活
道
路
へ
の
侵
入
、
通
過
を
防
止
す
る
た
め 

 
 

 
 

(ロ) 

来
店
者
及
び
帰
宅
者
に
対
し
適
切
な
誘
導
を
行
う
た
め
（
設
置
箇
所 

来
店
・
帰

宅
経
路
上
） 

 
 

 

㈢ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
チ
ラ
シ
等
に
よ
る
対
策
の
周
知 

 
 

 
 

(イ) 

周
辺
住
宅
地
、
生
活
道
路
へ
の
侵
入
、
通
過
を
防
止
す
る
た
め 

 
 

 
 

(ロ) 

来
店
者
及
び
帰
宅
者
に
対
し
適
切
な
誘
導
を
行
う
た
め 

 
 

 

㈣ 

交
通
整
理
員
の
配
置
及
び
警
備
員
に
よ
る
見
回
り 

 
 

 
 

(イ) 

来
店
車
両
及
び
帰
宅
車
両
の
周
辺
住
宅
地
、
生
活
道
路
へ
の
侵
入
、
通
過
を
防
止

す
る
た
め 

 
 

 
 

(ロ) 

自
転
車
利
用
者
及
び
歩
行
者
の
交
通
事
故
防
止
の
た
め
（
特
に
幼
児
、
児
童
、
生

徒
及
び
高
齢
者
等
の
交
通
弱
者
並
び
に
通
勤
、
通
学
及
び
保
育
所
等
へ
の
送
迎
時
） 

 
 

 
 

(ハ) 

来
店
時
及
び
帰
宅
時
の
渋
滞
緩
和
の
た
め 

 
 

 
 

(ニ) 

施
設
周
辺
の
道
路
、
歩
道
へ
の
違
法
駐
車
、
駐
輪
を
防
止
す
る
た
め 

 
 

 

㈤ 

駐
車
場
出
入
口
の
歩
道
部
分
の
確
保
（
施
設
側
） 

 
 

 
 

 

県
道
ふ
じ
み
野
朝
霞
線
の
歩
道
が
狭
隘
な
た
め
、
施
設
利
用
者
と
歩
道
通
過
者
相
互

の
安
全
確
保
の
た
め 

 
 

 

㈥ 

業
務
車
両
等
に
対
す
る
指
導 



 
 

 
 

(イ) 

路
上
待
機
の
防
止 

 
 

 
 

(ロ) 

入
退
店
時
の
適
切
な
経
路
の
確
保 

 
 

 
 

(ハ) 

店
舗
利
用
者
、
自
転
車
利
用
者
及
び
歩
行
者
と
の
交
通
事
故
防
止
（
特
に
幼
児
、

児
童
、
生
徒
及
び
高
齢
者
等
の
交
通
弱
者
並
び
に
通
勤
、
通
学
時
） 

 
 

 

㈦ 
交
通
安
全
対
策
へ
の
配
慮 

 
 

 
 

 

近
隣
に
児
童
福
祉
施
設
（
こ
ば
と
保
育
園
、
第
四
保
育
所
）
が
あ
る
た
め 

 
 

⑵ 

廃
棄
物
対
策 

 
 

 

㈠ 

リ
サ
イ
ク
ル
及
び
分
別
の
徹
底 

 
 

 

㈡ 

ク
リ
ー
ン
活
動
、
啓
発
活
動
へ
の
取
り
組
み
（
店
舗
敷
地
及
び
周
辺
道
路
含
む
） 

 
 

 
 

 

来
店
者
に
よ
る
ポ
イ
捨
て
等
の
不
法
投
棄
を
防
止
す
る
た
め 

 
 

⑶ 

温
暖
化
対
策 

 
 

 

㈠ 

近
接
す
る
住
宅
と
の
緩
衝
帯
の
設
置 

 
 

 

㈡ 

来
店
車
両
等
の
駐
車
場
で
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
の
徹
底
（
警
備
員
等
に
よ
る

見
回
り
な
ど
の
対
策
） 

 
 

 

㈢ 

積
極
的
な
緑
化
推
進 

 
 

 

㈣ 

太
陽
光
発
電
な
ど
の
推
進 

 
 

 
 

 

Ｃ
Ｏ
２
の
排
出
削
減
に
よ
り
環
境
負
荷
を
低
減
す
る
た
め 

 
 

⑷ 

騒
音
対
策 

 
 

 

㈠ 

荷
捌
き
作
業
や
駐
車
場
利
用
に
よ
り
発
生
す
る
騒
音
へ
の
対
応 

 
 

 
 

 

静
穏
な
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め 

 
 

 

㈡ 

施
設
内
か
ら
発
生
す
る
騒
音
へ
の
対
応 

 
 

 
 

 

静
穏
な
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め 

 
 

⑸ 

光
害
対
策 

 
 

 
 

屋
外
照
明
、
広
告
塔
照
明
及
び
街
路
照
明
灯
の
配
置
、
利
用 

 
 

 
 

 

夜
間
営
業
時
の
照
明
等
に
つ
い
て
、
近
隣
住
宅
地
へ
の
影
響
を
極
力
少
な
く
す
る
た

め 

 
 

⑹ 

法
令
順
守 

 
 

 
 

騒
音
規
制
法
、
振
動
規
制
法
、
悪
臭
規
制
法
、
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
等
環
境
に

関
す
る
各
種
法
令
の
順
守 

 
 

⑺ 

防
災
対
策 

 
 

 
 

行
政
、
地
域
住
民
と
連
携
し
た
防
災
対
策 

 
 

 
 

 

災
害
時
に
お
け
る
避
難
誘
導
の
徹
底
及
び
緊
急
避
難
所
の
提
供 

 
 

⑻ 

防
犯
対
策 

 
 

 

㈠ 

防
犯
カ
メ
ラ
の
設
置 



 
 

 
 

 

犯
罪
、
青
少
年
の
非
行
防
止
の
た
め 

 
 

 

㈡ 

警
備
員
に
よ
る
巡
回 

 
 

 
 

 

犯
罪
、
青
少
年
の
非
行
防
止
の
た
め 

 
 

 
㈢ 

そ
の
他
の
防
犯
対
策 

 
 

 
 

(イ) 
館
内
放
送
等
に
よ
る
青
少
年
等
へ
の
啓
発 

 
 

 
 

(ロ) 
警
察
、
学
校
関
係
者
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
等
と
の
連
携 

 
 

⑼ 

生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
の
対
策
（
全
般
） 

 
 

 

地
域
の
声
を
聴
く
窓
口
の
設
置 

 
 

 
 

出
店
に
伴
う
生
活
環
境
の
変
化
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め 

 
 

⑽ 

地
域
貢
献 

 
 

 

㈠ 

ま
ち
づ
く
り
へ
の
協
力 

 
 

 
 

(イ) 

周
辺
公
共
施
設
や
地
域
と
の
連
携
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
企
画
、
参
加
、
協
力 

 
 

 
 

(ロ) 

行
政
、
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
ま
ち
づ
く
り
及
び
施
設
の
運
営 

 
 

 
 

(ハ) 

富
士
見
ふ
る
さ
と
祭
り
や
町
会
等
が
行
う
地
域
の
祭
り
な
ど
へ
の
協
力 

 
 

 

㈡ 

施
設
の
提
供 

 
 

 
 

 

地
域
や
教
育
関
連
施
設
等
（
保
育
所
、
幼
稚
園
、
学
校
等
）
の
催
し
物
や
学
習
の
場

と
し
て 

 
 

 

㈢ 

市
内
産
業
の
振
興 

 
 

 
 

(イ) 

「
富
士
見
市
産
業
振
興
条
例
」
「
富
士
見
市
大
規
模
小
売
店
舗
等
の
立
地
に
伴
う

市
及
び
設
置
者
等
の
役
割
を
定
め
る
条
例
」
に
基
づ
く
商
工
会
等
へ
の
加
入
努
力
及

び
連
携
・
協
力
に
よ
る
市
内
産
業
振
興
施
策
へ
の
取
り
組
み 

 
 

 
 

(ロ) 

商
工
、
農
業
関
係
者
と
の
連
携
に
よ
る
市
内
産
業
の
Ｐ
Ｒ
や
共
催
事
業
の
実
施 

 
 

 
 

(ハ) 

地
元
産
農
産
物
等
の
販
売
に
よ
る
地
産
地
消
推
進
へ
の
協
力 

 
 

 
 

(ニ) 

退
店
、
撤
退
時
に
お
け
る
早
期
の
情
報
提
供 

 
 

 
 

(ホ) 

市
内
事
業
所
と
の
連
携
（
各
店
舗
の
裁
量
で
対
応
可
能
な
地
場
産
品
の
利
用
や
店

舗
内
の
清
掃
や
警
備
、
広
告
印
刷
や
使
用
す
る
事
務
用
品
購
入
な
ど
の
取
引
の
推
進
） 

 
 

 

㈣ 

そ
の
他
地
域
貢
献
全
般 

 
 

 
 

 

市
内
で
の
雇
用
促
進 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
六
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ラ
ラ
ガ
ー
デ
ン
川
口 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
宮
町
十
八
―
九 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

⑴ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
三
井
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
岩
沙
弘
道 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
井
不
動
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

菰
田
正
信 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号 

 ⑵ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ア
ン
ト
レ
ッ
ク
ス 

代
表
取
締
役 

艫
居
隆
三 

 
 

 
 

 

東
京
都
新
宿
区
新
宿
五
丁
目
八
番
五
号 

外 

計
五
十
九
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ル
ー
ム
プ
ラ
ス 

代
表
取
締
役 

清
代
雄
治 

 
 

 
 

 
 

 
 

広
島
県
広
島
市
安
佐
南
区
八
木
一
―
二
十
一
―
二
十
二 

外 

計
四
十
八
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
一
月
七
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
地
中
間
管
理
機
構
か
ら
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ

た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日

ま
で
に
埼
玉
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要 

二 

申
請
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
六
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

四 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日
ま
で 

五 

意
見
書
の
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
農
林
部
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
課 

     

有
限
会
社
モ
リ
シ

ゲ
物
産 

株
式
会
社
龍
勢
の

町
よ
し
だ 

新
井 

利
雄 

氏
名
又
は
名
称 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市

大
宮
区
桜
木
町
二
丁

目
百
八
十
二
番
地
の

二 埼
玉
県
秩
父
市
上
吉

田
千
七
百
六
十
三
番

地 埼
玉
県
秩
父
市
下
吉

田
七
千
四
百
四
十
三

番
地 

住 
 

 

所 

埼
玉
県
秩
父
市
下
吉

田
字
市
場
広
瀬
七
千

七
百
四
十
八
番
ほ
か

二
十
二
筆 

埼
玉
県
秩
父
市
下
吉

田
字
暮
坪
九
千
四
百

三
十
四
番 

埼
玉
県
秩
父
市
下
吉

田
字
市
場
広
瀬
七
千

八
百
八
十
九
番
ほ
か

一
筆 

所 
在 

地 

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地 

三
三
、
七
三
一 

四
、
八
九
二 

二
、
三
〇
〇 

面
積
（
平
方 

メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号 

 
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年
三

月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（さいたま県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県さいたま県土整備事務所 埼玉県さいたま市南区沼影２丁目４番７号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年３月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町３丁目３番23号 

５ 落札金額 

  84,317,760円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年１月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（熊谷県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県熊谷県土整備事務所 埼玉県熊谷市新堀500番地 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年３月４日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町３丁目３番23号 

５ 落札金額 

  126,707,328円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年１月19日 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
八
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

髙 

木 

康 

夫 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
八
年
五
月
十
三
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 
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